
中間とりまとめに係る意見募集（パブリックコメント）の結果　（意見提出者数：13、意見数：延べ37）

概　　　要

Ｎｏ８・１２
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

全体について

東京都環境審議会が震災後の社会状況を踏まえて早急に
対応すべき課題を取りまとめたこと自体を評価する。エネル
ギー政策・環境リスクへの対処を柱としていることも支持す
る。

中間とりまとめの内容に支持をいただいたものと
受け止める。

Ｎｏ７
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

成長と環境の両
立

先のCOP17における「ダーバン合意」とそれに対するわが
国政府の京都議定書からの離脱等の対応を踏まえた成長
と環境の両立の観点から検討して頂きたい。

平成20年３月の当審議会答申において提言した
ように、都が気候変動対策に取り組むことには
「気候変動のもたらす脅威から都民の生命、財
産、健康を守るとともに、東京自身の持続可能な
発展を可能とする」という意義がある。都は引き
続きこうした観点を踏まえ、東京の持続可能な発
展のためにさまざまな施策を講じていくべき。

Ｎｏ６
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

キャップ＆トレー
ド制度

総量削減義務と排出量取引制度は、
・テナントの事業活動に起因するＣＯ２排出の責任をビル
オーナーに転嫁する不合理な制度である。
・法的根拠自体が極めて不明確で地方自治体の条例制定
権の範囲を著しく逸脱していると思われる。
・自主的な取組が成果を挙げてきた中で、行政改革、規制
改革の観点からも大きな問題がある。
抜本的に見直すべきだが、「中間とりまとめ」では制度の一
層の強化が謳われており、全く理解に苦しむ。民間の自主
的な目標設定と計画的な取組を基本とする旧条例の有効
性を十分検証し、改正環境確保条例を抜本的に見直すよう
強く求める。

気候危機は人類の直面する最も深刻な環境問題
であり、直ちに温室効果ガス排出総量の大幅な
削減に向けた行動を開始しなければならない。地
球温暖化対策推進法も、地方公共団体の区域の
自然的社会的条件に応じた施策を構ずべきこと
を規定しており、温暖化対策は自治体の事務とし
て今後も推進していく必要がある。
都は、昨夏の節電対策においてテナントビルでの
取組が向上した事例もふまえ、さらにテナント対
策の充実・強化を図りつつ、温室効果ガスの削減
が確実に進むよう、キャップ&トレードなどの既存
制度の効果的な運用を推進していくべき。
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中間とりまとめに係る意見募集（パブリックコメント）の結果　（意見提出者数：13、意見数：延べ37）

概　　　要
No. 意見提出者 当審議会の見解（案）

意見の概要

項　　　目

Ｎｏ７
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

キャップ＆トレー
ド制度

原子力発電所の停止に伴うＣＯ2排出増加が避けられない
現状に鑑み、第二計画期間における排出係数の設定にお
いては、自社努力によるものと他の要素によるものとを明
確に区別する仕組みなど、事業者の努力が見えるような形
にして頂きたい。併せて第二計画期間の削減義務率の低
減をして頂きたい。

Ｎｏ９
事業者

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

キャップ＆トレー
ド制度

計画期間の途中で算定ルールを変更した場合、混乱を招く
おそれがあることから、少なくとも第１計画期間中の見直し
は控えるべき。

Ｎｏ９
事業者

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

キャップ＆トレー
ド制度

排出削減効果は、排出実績の差（系統電力の排出実績は
全電源平均係数を使用）で評価すべき。

Ｎｏ７
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

キャップ＆トレー
ド制度

キャップ・アンド・トレード制度への過度な期待やこれに伴う
負担増には反対。排出係数の見直しが行なわれる場合に
は、排出係数見直し前までの事業者の取組が適正に評価
されるような配慮が必要。省エネルギーを促進するための
現実的なエネルギー・マネジメントを実現して頂きたい。

都は、キャップ&トレードなどの既存制度を通じて
省エネ対策の更なる推進を図るべき。
また、中間とりまとめp.4に事業者の過去の取組
の適正評価の観点を踏まえ、第二計画期間に向
けて排出係数等を見直すべき旨を記載している
が、このような意見があることを今後の参考とす
べき。

Ｎｏ７
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

エネルギー消費
状況の見える化

ユーザーがエネルギーの消費状況を適宜、適切に把握す
ることを通じて省エネ意識の醸成を図るとともに省エネ制度
の前提となる見える化の取り組みを促進して頂きたい。

Ｎｏ４
事業者

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

スマートメーター
等による見える化

スマートメーター、オフィスビルにおけるデマンドコントロー
ラーの設置に対する補助制度などを作っていただきたい。
運用改善によるＣＯ２削減だけでもかなりのクレジットが東
京都では創出できる可能性がある。

Ｎｏ４
事業者

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

不動産市場での
評価

年間エネルギー消費量÷有効使用面積などの統計データ
を積極的に公開し不動産取引時に活用することを呼び掛け
てはどうか。省エネに配慮した建物には固定資産税の減免
措置や省エネ優秀の認定マーク使用などの施策も有効で
はないか。

中間とりまとめp.4に、省エネルギー等に配慮した
建築物が高い評価を得られるような不動産市場
の形成を促進する取組について記載してあるが、
意見を踏まえ、都が保有するデータの効果的な
情報提供に係る文言を加える。
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中間とりまとめp.4に、需要家自身によるエネル
ギー消費の「見える化」を通じたエネルギー管理
の促進について記載してあるが、都は、施策の具
体化に当たって、このような意見があることを参
考にすべき。
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5

6

キャップ&トレード制度については、中間とりまと
めp.4に、制度の円滑運用と事業者の過去の取組
の適正評価の観点を踏まえ、電力の供給実態を
反映するため、第二計画期間に向けて排出係数
等を見直すべき旨記載しているが、都は、事業者
の努力が見えるような形にすべき等の意見があ
ることを参考としつつ第二計画期間における削減
に取り組むべき。
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中間とりまとめに係る意見募集（パブリックコメント）の結果　（意見提出者数：13、意見数：延べ37）

概　　　要
No. 意見提出者 当審議会の見解（案）

意見の概要

項　　　目

Ｎｏ７
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

人材育成

省エネが進まない企業においては、技術的な省エネ検討を
行うことのできる人材が不足しているところもあるので、企
業の省エネ取り組みのニーズに応じて具体的な施策の提
案ができる人材の育成に早急に取り組んで頂きたい。

意見を踏まえ、中間とりまとめp.5の記述に、人材
の育成に係る文言を加える。

Ｎｏ８・１２
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

電力事業者の情
報公開

電力事業者に供給電力の総量や発電種別電力量などの公
開を義務付ける条例制定などの検討をすすめてほしい。

中間とりまとめp.5に電力需給状況の詳細な情報
がリアルタイムで示される仕組みなどを国等へ提
案すべき旨記載してあるが、都は、このような意
見があることを参考にすべき。

Ｎｏ１３
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

データセンター利
用による省エネ等

オフィスに点在するサーバーのデータセンターへの移設に
よる環境対策の推進を行うべき。またデータセンター事業者
が提供する情報通信機器の共有サービス（クラウドサービ
ス）の利用について推進すべきである。

都は、メディアや業界団体と連携したシンポジウ
ム等を通じて、企業が取り組んでいただきたい節
電・省エネ対策の推進を図っているが、このよう
な意見があることを今後の参考とすべき。

Ｎｏ６
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

自立・分散型エネ
ルギーなど

自立・分散型エネルギーの確保、より低炭素な火力発電へ
の転換、再生可能エネルギーの普及拡大、都市づくりにお
ける省エネルギーと低炭素・分散型エネルギー有効活用な
どについては、基本的に賛成。当協会としても東京都の施
策に積極的に協力していく。

中間とりまとめの内容に支持をいただいたものと
受け止める。

Ｎｏ９
事業者

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

コジェネのリスク

ガスコジェネレーションシステムについては、電力ネットワー
クからは「自立・分散」しているが、ガス導管や上水道など
の「ネットワーク」に依存しており、首都直下地震等の発災
時の対策として導入を検討する場合には、都市ガス及び冷
却水の途絶リスクを十分考慮しておく必要がある。また、経
済性の観点からは熱需要の有無も重要である。

中間とりまとめp.5の自立・分散型エネルギーに関
する記述の趣旨を明確にするため、意見を踏ま
え、エネルギー供給の多重化に係る文言を加え
る。

Ｎｏ９
事業者

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

自立・分散型エネ
ルギー

首都直下地震等の発災時の対策としては、電力ネットワー
クだけではなく、都市ガス等のインフラネットワークからも自
立・分散した非常用自家発電設備の導入を優先的に進め
ることが重要。

中間とりまとめp.6の自立・分散型エネルギーに関
する記述は非常用自家発電設備を含むものであ
るが、都は、施策の具体化に当たって、このよう
な意見があることを参考とすべき。
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中間とりまとめに係る意見募集（パブリックコメント）の結果　（意見提出者数：13、意見数：延べ37）

概　　　要
No. 意見提出者 当審議会の見解（案）

意見の概要

項　　　目

Ｎｏ５
個人

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

エネルギーの地
産地消など

天然ガスの大規模発電所に賛成。福島原発が東京のため
の電力であったということを真摯に受け止め、エネルギーの
地産地消を東京都が率先して実行してほしい。自然エネル
ギーの活用や、「都市づくりにおける省エネルギーと低炭
素・分散型エネルギー有効活用」も大いに推進してほしい。

天然ガス発電所等については中間とりまとめに
記載してあるが、都は、今後の施策の推進に当
たって、このような意見があることを参考にすべ
き。

Ｎｏ８・１２
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

エネルギー政策

省エネルギーと低炭素・分散型エネルギーの推進という優
先順位で進めること、また東京都が独自に電源確保に向け
て取り組みを始めていることも電力会社による独占状態を
変える動きとして理解するが、その事業経営のありようにつ
いては広く市民意見が反映できるようオープンに議論を進
めてほしい。

省エネルギー等については中間とりまとめに記
載してあるが、都は、今後の施策の推進に当たっ
て、このような意見があることを参考にすべき。

Ｎｏ４
事業者

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

電気事業制度改
革

電気事業制度等の縛りがあり東京電力以外の新たなサー
ビスが生まれない環境となっている。発送電の分離も含め
て電気事業制度等の規制緩和は必須である。

中間とりまとめp.7に、電気事業制度の改革を国
に提案すべき旨記載してあるが、その趣旨を明
確にするため、多様な民間事業者の参入促進及
び送電部門の中立性強化に係る文言を加える。

Ｎｏ１３
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

データセンターへ
の電力供給

データセンターと東京都LNG発電所との連携、再生可能エ
ネルギーの利用研究の支援など、社会生活に不可欠な情
報通信サービスの中心であるデータセンターへの安定的な
電力供給ネットワークを創造すべき。

都は、今後の施策の推進に当たって、このような
意見があることを参考にすべき。

Ｎｏ７
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

太陽光発電

太陽光発電については量的、質的の両面における定量的
考察が必要不可欠である。太陽光発電は、ベース電源との
組み合わせ利用でしかあり得ず、イメージ先行での過度な
期待で制度を作らず、客観的な評価・検討を行なって頂き
たい。

太陽光発電などの都市型再生可能エネルギーの
更なる拡大を図るべきであるが、客観的な評価・
検討を行うべきという意見があることは参考にす
べき。

Ｎｏ８・１２
団体

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

脱原発

東京での洋上風力発電の検討や都の施設での太陽光発
電設置加速など、再生可能エネルギーの普及を最優先で
進めることを通して脱原発をめざすという基本姿勢をぜひ
打ち出してほしい。東京電力の大株主でもある東京都が姿
勢を示すことは、国際的な支持と共感を得ることにつなが
る。

都は、今後の施策の推進に当たって、このような
意見があることを参考にすべき。

19

18

17

20

21

22

4 ページ



中間とりまとめに係る意見募集（パブリックコメント）の結果　（意見提出者数：13、意見数：延べ37）

概　　　要
No. 意見提出者 当審議会の見解（案）

意見の概要

項　　　目

Ｎｏ１
個人

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

自転車等の利用
促進

低炭素排出社会を推進するため、自転車や電動バイク等
の利用を促進させる必要がある。歩行者、自転車、バイク、
自動車が安全に通行できる道路を整備すべき。

Ｎｏ５
個人

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

自転車利用
歩道からも自転車の排除がいわれている。自転車専用
ゾーンをぜひ造ってほしい。

Ｎｏ１０
個人

３　震災後の東京の
プレゼンスと国際競
争力の回復・向上

自転車利用

交通手段としての自転車を確立させることが震災対策、環
境対策の双方で有効。早急に周辺県及び警視庁・都下の
基礎自治体と共同で自転車を積極的に活用する計画を策
定し、実施すべき。ロンドンは、現在市長を旗振り役として
「自転車革命」を推進中。五輪誘致のような国際都市競争
において、環境施策として自転車を活用することはもはや
当然導入すべきメニューとなっている。

Ｎｏ３
個人

１　低炭素・高度防災
都市を目指した環境
エネルギー政策

ＥＶと将来のグ
リーン成長戦略

隣県の神奈川に比べると、導入補助金や急速充電器の設
置など、東京都の支援制度は大きく遅れている。太陽光発
電など自然エネルギーの発電機器を設置している一般住
宅や事業所にＥＶを導入した場合の補助金額を増やすとす
れば、ますます太陽光発電の普及も進み、この分の経済効
果も生まれるとともに、環境にも優しい制度として注目され
る。ガソリン、軽油に１リットルあたり１円の付加金を設け、
その付加金をプールして、補助金や急速充電器の設置に
当てるのも良い。大胆な政策を望む。

中間とりまとめp.10に、EV等の次世代自動車の
普及等について記載してあるが、都は、施策の具
体化に当たって、このような意見があることを参
考にすべき。

Ｎｏ５
個人

２　災害に伴う環境リ
スクから都民生活を
守るための対策

施設での事故防
止

震災では、原発事故、製油所火災等が生じたが、東京に火
力発電所をつくれば相応の対策が必要。また、化学物質取
扱施設や廃棄物関連施設などでの事故防止のために、自
然災害への対応を万全にするとともに、人的ミスによる事
故が発生しないよう、十分な監視を行える体制を整えてい
ただきたい。

中間とりまとめp.12に、化学物質による事故への
備えと被害の発生防止について記載してあるが、
都は、施策の具体化に当たって、このような意見
があることを参考にすべき。

中間とりまとめp.10に公共交通機関や自転車へ
のシフト、共同配送などの低炭素型交通体系の
構築について記載してあるが、意見を踏まえ、そ
のような交通体系を組み込んだ都市づくりの推進
に係る文言を加える。
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中間とりまとめに係る意見募集（パブリックコメント）の結果　（意見提出者数：13、意見数：延べ37）

概　　　要
No. 意見提出者 当審議会の見解（案）

意見の概要

項　　　目

Ｎｏ７
団体

２　災害に伴う環境リ
スクから都民生活を
守るための対策

化学物質

災害に伴う環境リスクの低減策として、化学物質自主管理
制度の活用とその情報を住民に共有することは大変重要。
情報発信が災害発生してからでは遅い。日常的なリスク情
報として市民にわかるように周知させ、地域の防災訓練な
どでリスクコミュニケーションとして活用が図れるよう、基礎
自治体との連携をはかることが必要。

中間とりまとめp.12に、化学物質自主管理制度の
活用とその情報の共有化について記載してある
が、都は、施策の検討・具体化に当たって、この
ような意見があることを参考にすべき。

Ｎｏ８・１２
団体

２　災害に伴う環境リ
スクから都民生活を
守るための対策

環境モニタリング

都民の不安を払拭する観点から、火力発電への依存度が
高まることの環境影響評価や、放射性物質に対する過度な
都民の不安感を払拭するためのモニタリング制度の早期の
拡充に向け、当面、資金も含めて集中して取り組んで頂き
たい。

中間とりまとめp.13に、火力発電所の増強等によ
る大気環境への影響の解析・評価、p.15に放射
性物質に関する施策について記載してあるが、
都は、施策の具体化に当たって、このような意見
があることを参考にすべき。

Ｎｏ１１
個人

２　災害に伴う環境リ
スクから都民生活を
守るための対策

放射性物質

脱臭用フィルターの廃棄物の類には５千ベクレルを超える
ものがあるが、これらを適正に処理する方法が明確に示さ
れていない。ベクレル測定をして一定濃度を超えた場合に
は、他の廃棄物で希釈すればいいのか、何ベクレルであれ
ば焼却をしてもいいのか、都としての基準やガイドラインを
策定していただきたい。（過度に厳しい基準ではなく、現実
に即した、技術に裏打ちされた指導を）

中間とりまとめp.15に、放射性物質のリスクに関
して科学的根拠に基づいた丁寧な説明に努める
べき旨記載してあるが、都は、このような意見が
あることを参考にすべき。

個人
Ｎｏ２

３　震災後の東京の
プレゼンスと国際競
争力の回復・向上

室内緑化

１７ページに「広大な緑を確保することには制約の多い都市
部において、屋上や壁面の緑化など、身近な空間に多様な
緑を創出していく施策の構築」とあるが、屋上や壁面の緑
化に加え、「室内緑化」の推進についても取り組んでほし
い。

都は、今後の施策の推進に当たって、このような
意見があることを参考にすべき。

Ｎｏ８・１２
団体

３　震災後の東京の
プレゼンスと国際競
争力の回復・向上

防災林
水と緑の回廊の形成については特に湾岸エリアで防災林と
して積極的に植林を進めてほしい。

中間とりまとめp.17に都市における防災性や風の
道、地域の生物多様性ポテンシャルに配慮した
水と緑の回廊の形成を誘導する施策について記
載してあるが、都は、施策の具体化に当たって、
このような意見があることを参考にすべき。

Ｎｏ１
個人

その他 清潔の保持等

東京を魅力ある都市にするためには、清潔で便利で快適な
都市であることが必要。落書き、吸殻の散乱、慢性的な渋
滞・混雑、路上喫煙などの問題点を解決する方策を実施す
べき。

都は、このような意見があることを今後の参考と
すべき。
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中間とりまとめに係る意見募集（パブリックコメント）の結果　（意見提出者数：13、意見数：延べ37）

概　　　要
No. 意見提出者 当審議会の見解（案）

意見の概要

項　　　目

Ｎｏ１
個人

その他 路上喫煙対策

放射性物質の影響は未知数の部分も多く、幼児・児童が発
がん性物質に曝されることも従来以上に低減させる必要が
ある。このため、路上喫煙に対して罰金を課す措置や児童
施設等の周辺路上から喫煙場所を撤去する等の措置が必
要。

喫煙に関する意見であり、当審議会が所管する
事項ではないが、都はこのような意見があったこ
とを承知されたい。
※都は、平成23年10月に改定した「東京都受動
喫煙防止ガイドライン」において、受動喫煙による
健康への影響を受けやすい妊婦、子供等が多く
利用する施設では、特に配慮が必要である旨を
定め、広く普及啓発に取り組んでいる。

Ｎｏ１
個人

その他 防災
人々が多く集まるにもかかわらず消防車等が入れず、消
防・救援活動が十分に行えない地区がある。できるだけ早
く対策を講じるべき。

Ｎｏ５
個人

その他 防災
首都直下型地震などを想定した、防災マニュアル、災害マ
ニュアルなどを早急に策定してほしい。

Ｎｏ１３
団体

その他 BCPなど

データセンターや共有サービスを活用したBCPを推進すべ
き。また、東日本大震災時の国内・都内におけるデータセン
ターの継続的な運用実績に基づき、国際的な競争力をア
ピールすべき。

防災に関する意見であり、当審議会が所管する
事項ではないが、都はこのような意見があったこ
とを承知されたい。
※都は、東日本大震災の教訓を踏まえ、平成23
年11月に「東京都防災対応指針」を策定したとこ
ろである。
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件数

7

2

16

5

3

4

37

答申には取り入れないもの

当審議会が所管する事項ではないもの

計

答申には取り入れないが、このような意見があることを今後の参考とすべきもの

区分

意見を踏まえ、中間とりまとめの表現を修正するもの

中間とりまとめの内容に賛同いただいた意見と受け止めるもの

意見の趣旨は既に中間とりまとめに記載してあるが、施策の具体化に当たって、
都が参考にすべきもの
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